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国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の

更新手続きは8月３１日まで

《問い合わせ先》　健康福祉課 国民健康保険係　☎２２－３１６７　　　５７－３１６７　　　　　

入
院
し
た
と
き
の
医
療
費
や
食
事
代
に
つ
い
て
、
左
記

の
認
定
証
の
有
効
期
限
が
７
月
31
日
ま
で
と
な

て

い
ま
す
。
引
き
続
き
該
当
す
る
方
は
、
８
月
31
日
ま
で
に
更

新
の
手
続
き
を
行

て
く
だ
さ
い
。（
８
月
中
の
更
新
手
続

き
に
よ

て
８
月
１
日
か
ら
発
効
と
な
り
ま
す
。）

　

ま
た
、
現
在
入
院
中(

予
定)

の
方

で
認
定
証
を
お
持
ち
で
な
い
場
合
は
、

健
康
福
祉
課
国
民
健
康
保
険
係
ま
た
は

各
支
所
市
民
係
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

市からのお知らせ

限
度
額
適
用
認
定
証

　

69
歳
ま
で
の
方
ま
た
は
70

74
歳
の
住
民
税
非
課
税

世
帯
の
方
は
、
月
ご
と
に
か
か
る
入
院
一
部
負
担
金
が

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。
自
己
負
担
限
度

額
は
、
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
決
定
し
ま
す
。

▼ 

国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る
場
合
は
限
度
額

適
用
認
定
証
の
交
付
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

▼ 

申
告
を
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
上
位
所
得
者
と
み
な

さ
れ
限
度
額
が
高
く
設
定
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
・
長
期
入
院
該
当

　

74
歳
ま
で
の
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、
入
院
時

の
食
事
代
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
90
日
を
越
え
る

入
院
の
場
合
は
長
期
入
院
該
当
と
な
り
、
申
請
に
よ
り

食
事
代
が
さ
ら
に
減
額
さ
れ
ま
す
。(

そ
の
場
合
は
90
日

以
上
の
入
院
を
証
明
で
き
る
書
類
が
必
要
と
な
り
ま
す
。)

○
申
請
に
必
要
な
も
の
　
　
　

　

・
被
保
険
者
証
　

・
現
在
お
持
ち
の
認
定
証
　
　

　

・
印
鑑

○
申
請
先
　

　

健
康
福
祉
課 

国
民
健
康
保
険
係

　

各
支
所
市
民
係
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世帯の状況により国保税が軽減されます

平
成
20
年
４
月
以
降
、
75
歳
以
上
の
方
が
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
移
行
す
る
た
め
、

同
一
世
帯
の
方
の
国
民
健
康
保
険
税
の
負
担
が
急

に
増
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
国
保
被
保
険
者

の
保
険
税
に
つ
い
て
は
世
帯
の
状
況
に
よ
り
軽
減

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

広告

75歳以上の方が後期高齢者医療制度、75歳未満の方が国民健康保険に加入する場合

○ 保険税の軽減を受けている世帯の場合は、世帯構成や収入が変わらなければ、
5年間今までと同じ軽減を受けることが出来ます。

○ 国民健康保険の被保険者が一人になる場合は5年間、世帯割で賦課される保険
税が半額になります。

　 被保険者１人あたりで賦課される保険税が半額に、さらに、被保険者が1人の
場合には世帯別で賦課される保険税も半額になります。

75歳以上の方が社会保険など（被用者保険）から後期高齢者医療制度に移行するこ
とにより、その被扶養者（65歳から74歳）が国民健康保険に新たに加入する場合

特定同一世帯の軽減については、世帯分離や世帯主変更など世帯の状態や収入が
変わった場合は軽減終了となります。

・・・このアイコンはお知らせ端末の電話番号です。


